
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関する審査基準 新旧対照表 
現行 改正 

  令和５年９月 12日改正 医生第 518号 

（令和５年 10月１日施行） 

建築物における衛生的環境の確保に関する 

事業の登録に関する審査基準 

 

所管局名：医療局生活衛生課 

 事務を所掌する課：福祉保健センター生活衛生課 

No 課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

1 福祉保健セン

ター生活衛生

課 

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（ 建 築 物

清掃業）  

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条 の

２ 第

２項 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 25 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

法令  

 

  令和６年４月 15日改正 医生第６号 

（令和６年４月 15日施行） 

建築物における衛生的環境の確保に関する 

事業の登録に関する審査基準 

 

所管局名：医療局生活衛生課 

 事務を所掌する課：福祉保健センター生活衛生課 

No 課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

1 福祉保健セン

ター生活衛生

課 

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（ 建 築 物

清掃業）  

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 25 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

法令  

 



     

 

14 年３月 26

日  厚生労働省

告示第 117

号）第 1 

・建築物にお

ける衛生的環

境の確保に関

する事業の登

録について (平

成 14 年 3 月

26 日  健衛発

第 0326001 号

厚生労働省健

康局生活衛生

課長通知 )第 3

の 2(1)､第 4 の

2(6)ア  

 

  

２ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

 

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 26 条  

・ 清 掃 作 業 及

法令   

     

 

14 年３月 26

日  厚生労働省

告示第 117

号）第 1 

・建築物にお

ける衛生的環

境の確保に関

する事業の登

録について (平

成 14 年 3 月

26 日  健衛発

第 0326001 号

厚生労働省健

康局生活衛生

課長通知 )第 3

の 2(1)､第 4 の

2(6)ア、別添 1 

 

  

２ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

 

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 26 条  

・ 清 掃 作 業 及

法令   



  （ 建 築 物

空 気 環 境

測定業）  

る法律   び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

2 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ 第 4 の

2(6)イ  

法令   

 

  （ 建 築 物

空 気 環 境

測定業）  

る法律   び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

2 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ 第 4 の

2(6)イ  

法令   

 

 



No 課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

３ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（ 建 築 物

空 気 調 和

用 ダ ク ト

清掃業）  

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 26 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

3 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 の 登 録  

 

 

 

法令   

No 課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

３ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（ 建 築 物

空 気 調 和

用 ダ ク ト

清掃業）  

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 26 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

3 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 の 登 録

       

 

法令   



     について (平成

14 年 3 月 26 日

健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ 第 4 の

2(6)ウ  

  

４ 

 

福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（  建築物

飲 料 水 水

質検査業） 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 27 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

4 

法令   

     について (平成

14 年 3 月 26 日

健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ 第 4 の

2(6)ウ、別添 2 

  

４ 

 

福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（  建築物

飲 料 水 水

質検査業） 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 27 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

4 

法令   



 

 

    ・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (2) ､ 第

4 の 2(6)エ  

  

 

No 

課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

５ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

 

 

 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

 

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 28 条  

法令   

 

 

    ・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (2) ､ 第

4 の 2(6)エ  

  

 

No 

課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

５ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

 

 

 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

 

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 28 条  

法令   



  業 の 登 録

（  建築物

飲 料 水 貯

水槽清掃  

業）  

に関す

る法律  

 ・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

5 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (3) ､ 第

4 の 2(6)オ  

    業 の 登 録

（  建築物

飲 料 水 貯

水槽清掃  

業）  

に関す

る法律  

 ・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

5 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (3) ､ 第

4 の 2(6)オ、別

添３  

  



６ 

 

福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（  建築物

排水  

管清掃業） 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 28 条の

3 

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

6 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

 

法令   ６ 

 

福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（  建築物

排水  

管清掃業） 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 28 条の

3 

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

6 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

 

法令   



 

 

    生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (4) ､ 第

4 の 2(6)カ  

  

 

No 

課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

７ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（ 建 築 物

ね ず み 昆

虫 等 防 除

業）  

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 29 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

 

法令 

 

 

 

    生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (4) ､ 第

4 の 2(6)カ、別

添４  

  

 

No 

課等名称  

（経由機関）  

Ａ 

許認可等  

事項名  

Ｂ 

根拠法

令 

Ｃ 

根拠 

条項 

Ｄ 

審査基準  

 

Ｅ 

設 定

等 

区分 

Ｆ 

備考 

 

Ｇ 

７ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業の登録  

（ 建 築 物

ね ず み 昆

虫 等 防 除

業）  

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 29 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

 

法令 

 



     示第 117 号）第

7 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (5) ､第 4

の 2(6)キ  

  

８ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業 の 登 録

（ 建 築 物

 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 30 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

 

法令   

     示第 117 号）第

7 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ (5) ､第 4

の 2(6)キ、別添

５  

  

８ 福祉保健セ

ンター生活

衛生課  

建 築 物 に

お け る 衛

生 的 環 境

の 確 保 に

関 す る 事

業 の 登 録

（ 建 築 物

 

建築物

におけ

る衛生

的環境

の確保

に関す

る法律  

第

12

条の

２第

２項  

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 施 行

規則第 30 条  

・ 清 掃 作 業 及

び 清 掃 用 機 械

 

法令   



  環 境 衛 生

総 合 管 理

業）  

  器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

8 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ 第 4 の

2(6)ク  

  

 

（注）                                            

Ａ＝処分事務を所掌する課等の名称，経由機関のある場合は具体的機関

  環 境 衛 生

総 合 管 理

業）  

  器 具 の 維 持 管

理 の 方 法 等 に

係る基準（平成

14 年３月 26 日  

厚 生 労 働 省 告

示第 117 号）第

8 

・ 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 事 業 の 登

録について (平

成 14 年 3 月 26

日  健 衛 発 第

0326001 号 厚

生 労 働 省 健 康

局 生 活 衛 生 課

長通知 )第 3 の

2(1) ､ 第 4 の

2(6)ク、別添１  

  

 

（注）                                            

Ａ＝処分事務を所掌する課等の名称，経由機関のある場合は具体的機関



名              

Ｂ＝具体的な許認可等事項名                                  

Ｄ＝処分の根拠事項（必要に応じ号まで）  

記載例：第１条２項３号→１－２(3)           

    第２条の３第４項→２の３－４         

Ｅ＝「審査基準」が，冊子等の刊行物に記載されている場合はその名

称，該当頁及び該当行，その他  印刷物等で整理している場合は，その

表題名，該当頁及び該当行                

Ｆ＝以下に該当する場合は，それぞれ設定等の区分                        

  ・判断基準が法令の定めに尽くされている場合＝「法令」                   

  ・審査基準を設定しているが，公にしない場合＝「非公開」                  

  ・審査基準を設定していない場合＝「非設定」                        

Ｇ＝申請される方の参考となる事項  

 

１ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物清

掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

名              

Ｂ＝具体的な許認可等事項名                                  

Ｄ＝処分の根拠事項（必要に応じ号まで）  

記載例：第１条２項３号→１－２(3)           

    第２条の３第４項→２の３－４         

Ｅ＝「審査基準」が，冊子等の刊行物に記載されている場合はその名

称，該当頁及び該当行，その他  印刷物等で整理している場合は，その

表題名，該当頁及び該当行                

Ｆ＝以下に該当する場合は，それぞれ設定等の区分                        

  ・判断基準が法令の定めに尽くされている場合＝「法令」                   

  ・審査基準を設定しているが，公にしない場合＝「非公開」                  

  ・審査基準を設定していない場合＝「非設定」                        

Ｇ＝申請される方の参考となる事項  

 

１ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物清

掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい



るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に



限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物空

気環境測定業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

２ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物空

気環境測定業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 



３ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物空

気調和用ダクト清掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

３ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物空

気調和用ダクト清掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 



（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物飲

料水水質検査業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

４ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物飲

料水水質検査業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 



５ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物飲

料水貯水槽清掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

５ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物飲

料水貯水槽清掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 



（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物排

水管清掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

６ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物排

水管清掃業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難

を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為

上登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満た

している場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 

 



（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物ね

ずみ昆虫等防除業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

７ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物ね

ずみ昆虫等防除業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 



（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物環

境衛生総合管理業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等とし

て登録を受けることは認められないものであること。  

 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が

従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研

修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程

度に応じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

８ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（建築物環

境衛生総合管理業）  

【審査基準】  

○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (平

成 14 年３月 26 日健衛発第 0326001 号 厚生労働省健康局生活衛生課

長通知) 

第 3 登録基準  

2 留意事項  

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されてい

るところであるが、なお次の点に留意されたいこと。  

(1) 登録業全体について  

ア・イ 省略  

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されてい

ること。また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の

監督者等として登録を受けることは認められないものであるこ

と。 

エ・オ 省略  

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全

員が 1 年に 1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっているこ

とが必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当た

って参考となるカリキュラム例は別添１から別添５までのとお

りである。また、研修の時間については、研修の内容が従事者

に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内



困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専

任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者

を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。  

 

 

 

 

 

容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応

じたものとすることが望ましい。  

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上

困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能であ

る。 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上

登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たし

ている場合には登録することができるものであること。  

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に

限り登録を受けることができるものであること。 

1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有

していること。  

2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同

受注を行うことが、定款に明文化されていること。  

3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとお

り登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていなければ

ならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営

業所における監督者等として登録の要件とすることはできな

いものであること。  

 

 

 

 



 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


